
ハ　役職別女性国家公務員の登用状況の推移
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平成17年１月 194,978 32,332 16.6 914 10 1.1 8,977 143 1.6 － － － － － －

平成18年１月 194,155 32,841 16.9 938 11 1.2 8,976 155 1.7 － － － － － －

平成19年１月 191,545 32,742 17.1 948 10 1.1 9,106 169 1.9 － － － － － －

平成20年１月 188,527 32,545 17.3 956 11 1.2 9,230 180 2.0 40,165 2,279 5.7 144,089 18,913 13.1

平成21年１月 182,840 31,661 17.3 954 16 1.7 9,297 207 2.2 49,034 2,522 5.1 142,701 19,178 13.4

平成22年１月 169,730 28,828 17.0 967 19 2.0 9,250 224 2.4 46,660 2,259 4.8 134,252 17,566 13.1

平成23年１月 168,146 28,963 17.2 943 20 2.1 9,345 235 2.5 46,685 2,298 4.9 134,031 18,078 13.5

平成24年１月 165,830 28,741 17.3 955 18 1.9 9,484 247 2.6 47,143 2,419 5.1 134,233 18,539 13.8

平成25年１月 164,440 28,710 17.5 954 15 1.6 9,594 259 2.7 47,680 2,543 5.3 134,445 18,894 14.1

平成25年10月 － － － 969 21 2.2 9,691 287 3.0 － － － － － －

平成26年１月 166,843 29,303 17.6 － － － － － － 49,391 2,749 5.6 138,025 19,778 14.3

平成26年９月 － － － 985 28 2.8 9,857 326 3.3 － － － － － －

平成27年７月 163,471 29,754 18.2 － － － 9,507 330 3.5 49,956 3,119 6.2 133,910 19,910 14.9

平成27年11月 － － － 997 30 3.0 － － － － － － － － －
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平成28年7月1日 270,097 48,329 17.9 － － － 13,683 557 4.1 75,278 7,049 9.4 16,287 3,887 23.9

平成28年7月31日 － － － 1,005 36 3.6 － － － － － － － － －

平成29年７月１日 270,377 50,222 18.6 － － － 13,848 614 4.4 75,584 7,624 10.1 16,271 3,945 24.2

平成29年７月31日 － － － 1,017 39 3.8 － － － － － － － － －
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（注）
１．一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。）の行政職俸給表（一）、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表（一）、公安職俸給表（二）及び指定職俸給表
　の適用を受ける職員並びに防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和27年法律第266号）に基づき一般職給与法の行政職俸給表（一）及び指定職俸給表に定める額の俸給が支給される防衛省の職員が対象。
２．「本省課室長相当職」及び「国の地方機関課長・本省課長補佐相当職」の数値は「一般職国家公務員在職状況統計表（平成29年７月１日現在）」（内閣人事局）、「係長相当職（本省）」及び防衛省の数値は
　内閣人事局が各府省等に聴取した結果に基づき作成。
３．「係長相当職（本省）」とは一般職給与法の行政職俸給表（一）３級及び４級相当職の職員を、「国の地方機関課長・本省課長補佐相当職」とは同俸給表（一）５級及び６級相当職の職員を、「本省課室長相当職」とは
　同俸給表（一）７級から10級相当職の職員をいう。
４．指定職相当の数値は内閣人事局が各府省等に聴取した結果に基づく平成29年７月31日現在のもの。
５．「指定職相当」とは一般職給与法指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和27年法律第266号）に基づき一般職給与法の指定職俸給表に定める額の俸給が支給される防衛
　省の職員をいう。

（注）
１．一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。）の行政職俸給表（一）及び指定職俸給表の適用を受ける職員並びに防衛省の職員の給与等に関する法律
　 （昭和27年法律第266号）に基づき一般職給与法の行政職俸給表（一）及び指定職俸給表に定める額の俸給が支給される防衛省の職員が対象。
２．「指定職」とは、一般職給与法の指定職俸給表が適用される職員をいう。
３．「本省課室長相当職以上」とは、一般職給与法の行政職俸給表（一）７級相当職以上の職員をいう。
４．「国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上」とは、一般職給与法の行政職俸給表（一）５級相当職以上の職員をいう。
５．「本省係長相当職以上」とは、一般職給与法の行政職俸給表（一）３級相当職以上の職員をいう。
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資料出所：内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」等より

本省課室長相当職 国の地方機関課長・本省課長補佐相当職 係長相当職（本省）

資料出所：内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」


